
 

 

 

 

用語の定義 

法 都市計画法 

政令 都市計画法施行令 

省令 都市計画法施行規則 

建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの等 

（建築基準法第 2 条第 1 号に定めるもの） 

建築 建築物を新築、改築、増築すること。 

特定工作物 第 1 種特定工作物と第 2 種特定工作物 

第 1 種特定工作物 コンクリートプラントその他周辺の地域に環境の悪化をもたらすおそれがある工

作物で政令第 1 条第 1 項で定めるもの 

第 2 種特定工作物 ゴルフコース、1ha 以上の規模の運動・レジャー施設（野球場、庭球場、陸上競

技場、遊園地、動物園等）又は墓園 

公共施設 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯 

水施設 

自己用 開発行為を行う者が、自らその目的とした建築物又は特定工作物を使用するため

のもの 
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８８．．そそのの他他  



　　諫　早　市　長　様

　注意）１．申請者が法人である場合においては、その法人の名称と代表者の氏名を記載
　　　　　　して下さい。
　　　　２．※印のある欄は、申請者において記入しないで下さい。
　　　　３．２部提出してください。

※ ※ ※

　２．該  当  要  件：  □拠点地区（　小野　・　本野　・　長田　・　多良見　）

　　　　　　　　        □４０戸連たん　　□分家住宅（ア）　　□分家住宅（イ）

適  合  又  は  不  適  合  印 適合条件又は不適合の理由 受　　　付　　　印

「立地基準」適合確認申請書

                                                                                             　 　年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記

　　下記の土地が「諫早市開発行為等の許可の基準に関する条例」第３条又は第５条第
　１項及び第２項の規定に適合していることを確認したいので、下記により申請します。

　１．土 地 の 所 在： 諫早市　　　　　　　　町　　　　　　　番　　　　

　　　　　　　　        □収用移転　　　　□用途変更　　　　　□その他（　　　　　）

　３．条例規定内容：  別添「立地要件」確認調査書のとおり

　　

　　　　　　　　        □沿道地区（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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